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会議録 別紙のとおり
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別紙

臨時委員長 開会宣言

委員会に関する条例第７条第２項により年長者である私、わたなべさ

つ子が委員長選任まで委員長の職を努める。

委員長選挙

臨時委員長 委員長の選挙は指名推選とし、臨時委員長が指名してよいか。

＜異議なし＞

臨時委員長 異議なしと認める。委員長には大島令子委員を指名する。ただいま指

名した委員を委員長の当選人と認めてよいか。

＜異議なし＞

臨時委員長 異議なしと認める。委員長が選出されたため交代する。

副委員長選挙

委員長 副委員長の選挙は指名推選とし、委員長が指名してよいか。

＜異議なし＞

委員長 異議なしと認める。副委員長にはなかじま和代委員を指名する。ただい

ま指名した委員を副委員長の当選人と認めてよいか。

＜異議なし＞

委員長 異議なしと認める。

議長 あいさつ

市長 あいさつ

承認第３号 長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

保険医療課長 承認第３号について説明

わたなべ委員 今回の改正で、２割及び５割軽減世帯は何世帯の増加があるか。また、

改正前後によりどのような変化があるか。

課長補佐 ２割軽減世帯は、571世帯から585世帯で14世帯増え、５割軽減世帯は、

554世帯から569世帯で15世帯増える。７割軽減世帯について変更はない。

平成31年１月に試算したもので実際の世帯数は変わりうるが、試算は以上

のとおりの変化があると見込んでいる。
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質疑及び意見を終了

討論

反対討論

わたなべ委員 国民健康保険は年金生活者、失業者、健康保険非適用の事業所に勤

める労働者、自営業者等の所得の低い人が多く加入する保険で、加入

者には障がい者や難病患者等医療を切実に必要とする人も少なくない。

平成26年全国知事会は、国民健康保険を協会けんぽの保険料並みに引

き下げるには、１兆円の公費負担の増加が必要と試算し、都道府県の

意見集約の結果として国民健康保険料を協会けんぽの保険料並みに引

き下げることを求めている。医療保険制度の公平と今後の保険医療制

度の負担増加に耐えうる財政基盤の確立を諮るため、国の定率負担の

引き上げと様々な財政支援の方策を講じること、国民健康保険の安定

的かつ継続的な運営ができるように国庫負担の割合の引き上げ等国庫

財政基盤の拡充及び強化を諮り、国の責任と負担について実行ある措

置を講じるとしている。国民の健康を支えるため、国民健康保険が国

民のセーフティネットの役割を果たすために、抜本的な国民健康保険

料の引き下げを望む立場から反対とする。

賛成討論なし

反対討論なし

採決

賛成多数により、原案のとおり可決

委員長報告は委員長と副委員長への一任を確認。

委員長 閉会宣言

午後１時26分終了
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以上、要点筆記は会議内容と相違ないので署名する。

令和元年５月20日

教育福祉委員会委員長 大島令子


